

※本報告書は、確定申告書の提出が完了した日から起算して30日以内又は当該年度の３月31日のいずれか早い日までに提出してください。

様式第６号（第11条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者→商工会）

持続化支援助成金年次報告書

令和　　年　　月　　日　
世羅町商工会長　様


住　　所
事業所名
代表者名


さきに交付決定を受けた世羅町商工会持続化支援助成金について、世羅町商工会持続化支援助成実施要綱11条の規定により、次のとおり関係書類を添えて報告します。
記

添付書類

（１）決算書及び確定申告書の写し（電子申告の場合は受信通知等を含む）

（２）町税の納税証明書又は滞納のない証明書

（３）その他会長が必要と認める書類
　　　　・申請時に事業承継が未了であった場合は、開業届の写し又は履歴事項全部証明書


備　考
法人であって決算期が２月又は３月の者については、決算申告の手続きが完了し次第、速やかに提出してください。


（令和８年４月１日改定）

